
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

○年間を通じて参加される方は、傷害保険に加入します。（加入は無料） 

○通学安全協力員、ふるさとみまわり隊のどれか 1 つの参加でも構い 

ません。 

 

 
 

 
 
 

※活動の詳しいことにつきましては、各自治会長にお問い合わせください。 

ふるさとみまわり隊とは 

月に 1 回程度、自分の地域を歩きながら 

防犯パトロールを行います。 

昼の部・・・１5：００前後 

夜の部・・・１9：００前後 

通学安全協力員とは 

子どもたちの登下校の時間帯に合わせて、通学 

路に立ち、交通安全街頭指導を行います。 

 

 

☆申込方法 自治会長を通じて安全安心まちづくり課へ 

お申込みください。 

○問合先 中間市安全安心まちづくり課市民協働係  

ＴＥＬ：２４６—２０１７ 


